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株式会社ブレインパッド

「Ⅲ 新株予約権等の状況」、「Ⅴ 会計監査人の状況」、「Ⅵ　業務

の適正を確保するための体制」、「連結注記表」および「個別注記表」

につきましては、法令および当社定款の定めに基づき、当社ウェブサ

イト（http://www.brainpad.co.jp/）に掲載することにより、株主の

皆様に提供しております。



Ⅲ　新株予約権等の状況

１．当事業年度末日に当社役員が保有する新株予約権等の状況

第５回新株予約権

発行決議日 平成28年２月23日

新株予約権の数 2,250個　（注１）

新株予約権の目的となる株式の
種類と数

普通株式　225,000株

新株予約権の払込金額 新株予約権１個あたり666円

新株予約権の行使に際して出資
される財産の価額

新株予約権１個あたり65,900円
（１株あたり659円）

権利行使期間 平成30年10月１日から平成32年９月30日まで

行使の条件 （注２）

当社役員の
保有状況

取締役（社外取締役
を除く）

・新株予約権の数：　　1,600個
・目的となる株式数：160,000株
・保有者数：　　　　　　 ４名

社外取締役
・新株予約権の数：　　　300個
・目的となる株式数： 30,000株
・保有者数：　　　　　　 ３名

監査役
・新株予約権の数：　　　350個
・目的となる株式数： 35,000株
・保有者数：　　　　　　 ４名

（注１）　当社取締役および当社監査役に交付された時点における総数

を記載しております。

（注２）　新株予約権を有する者（以下、「新株予約権者」という。）

は、次の条件に従い新株予約権を行使するものとする。

ア　各新株予約権者は、下記（ⅰ）乃至（ⅱ）に定める決算期に

おける監査済みの当社損益計算書（連結財務諸表を作成して

いる場合は、連結損益計算書）に記載の経常利益（適用され

る会計基準の変更等により経常利益の概念に重要な変更があ

った場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照す

べき指標を取締役会にて定めるものとする。）が下記（ⅰ）

乃至（ⅱ）に掲げる一定の水準（以下、「業績判定水準」と

いう。）を超過した場合、割当てられた本新株予約権のうち、

それぞれ定められた割合までの個数を、業績判定水準を超過

した日の翌日以降行使することができる。ただし、行使可能

な本新株予約権の数に１個未満の端数が生じる場合には、こ

れを切り捨てた数とする。

（ⅰ）経常利益が10億円を超過した場合

達成期： 　　 平成30年６月期から平成31年６月期のい

ずれかの期

行使可能割合：各新株予約権者が割当てられた全ての本

新株予約権
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（ⅱ）経常利益が７億円を超過した場合

達成期： 　　 平成30年６月期から平成31年６月期のい

ずれかの期

行使可能割合：各新株予約権者が割当てられた本新株予

約権の50％まで

イ　新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社

または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であるこ

とを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた

場合は、この限りではない。

ウ　新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

エ　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該

時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該

本新株予約権の行使を行うことはできない。

オ　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

２．当事業年度中に使用人等に対し交付した新株予約権等の状況

第５回新株予約権

発行決議日 平成28年２月23日

新株予約権の数 5,325個　（注３）

新株予約権の目的となる株式の
種類と数

普通株式　532,500株

新株予約権の払込金額 新株予約権１個あたり666円

新株予約権の行使に際して出資
される財産の価額

新株予約権１個あたり65,900円
（１株あたり659円）

権利行使期間 平成30年10月１日から平成32年９月30日まで

行使の条件 （注４）

使用人等へ
の交付状況

当社使用人
・新株予約権の数：　　5,295個
・目的となる株式数：529,500株
・交付者数：　　　　　　 94名

子会社の役員および
使用人

・新株予約権の数：　　　 30個
・目的となる株式数：　3,000株
・交付者数：　　　　　　 ６名

（注３）　当社使用人ならびに子会社の役員および使用人に交付された

時点における総数を記載しております。

（注４）　新株予約権を有する者（以下、「新株予約権者」という。）

は、次の条件に従い新株予約権を行使するものとする。

ア　各新株予約権者は、下記（ⅰ）乃至（ⅱ）に定める決算期に

おける監査済みの当社損益計算書（連結財務諸表を作成して

いる場合は、連結損益計算書）に記載の経常利益（適用され

る会計基準の変更等により経常利益の概念に重要な変更があ

った場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照す

べき指標を取締役会にて定めるものとする。）が下記（ⅰ）

乃至（ⅱ）に掲げる一定の水準（以下、「業績判定水準」と

いう。）を超過した場合、割当てられた本新株予約権のうち、
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それぞれ定められた割合までの個数を、業績判定水準を超過

した日の翌日以降行使することができる。ただし、行使可能

な本新株予約権の数に１個未満の端数が生じる場合には、こ

れを切り捨てた数とする。

（ⅰ）経常利益が10億円を超過した場合

達成期： 　　 平成30年６月期から平成31年６月期のい

ずれかの期

行使可能割合：各新株予約権者が割当てられた全ての本

新株予約権

（ⅱ）経常利益が７億円を超過した場合

達成期： 　　 平成30年６月期から平成31年６月期のい

ずれかの期

行使可能割合：各新株予約権者が割当てられた本新株予

約権の50％まで

イ　新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社

または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であるこ

とを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた

場合は、この限りではない。

ウ　新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

エ　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該

時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該

本新株予約権の行使を行うことはできない。

オ　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

３．その他新株予約権等に関する重要な事項

該当事項はありません。
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Ⅴ　会計監査人の状況

１．名称　　　　　　　有限責任監査法人トーマツ

２．報酬等の額

（1）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 15,000千円

（2）当社および子会社が会計監査人に支払うべき

金銭その他の財産上の利益の合計額

15,000千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づ

く監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明

確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事

業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を

記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務

遂行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切であるかど

うかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬

の額について同意の判断をいたしました。

３．会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれ

かに該当すると認められる場合、監査役の全員の同意により、

これを解任いたします。

また、監査役会は、会計監査人の適格性または独立性を害す

る事由の発生により、適正な職務の遂行が困難であると認めら

れる場合等において、会計監査人の解任または不再任に関する

議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株

主総会に提出いたします。

４．責任限定契約の内容の概要

当社と有限責任監査法人トーマツは、責任限定契約を締結し

ておりません。

－ 4 －



Ⅵ　業務の適正を確保するための体制

１．業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保

するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制

についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

(1) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合

することを確保するための体制

①当社および子会社ならびにその全役職員が法令および定款

を遵守し、倫理を尊重する行動ができるように「コンプラ

イアンスガイドライン」を定める。

②当社および子会社のコンプライアンスに係る内部通報窓口

を利用して、取締役の法令違反につき通報できる体制をと

り、コンプライアンス体制の機能状態をモニタリングする。

③取締役会の事務局を設置し、必要に応じて速やかに取締役

会を開催し、取締役会上程基準の定める事項が適時に上

程・審議される体制とし、取締役会の議案について十分な

審議を可能とする資料の作成支援、議案内容の事前説明を

行うことにより、社外取締役および監査役の議案の理解を

促し、適法性その他の確認が適切になされることを確保す

る。

④取締役は、他の取締役の法令または定款に違反する行為を

発見した場合、直ちに監査役会および取締役会に報告する。

⑤他の業務執行部門から独立した内部監査担当者が、内部統

制の評価ならびに業務の適正性および有効性について監査

する。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する

体制

取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」

および「情報セキュリティ規程」に従い、適切に記録、保

存、管理する。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①当社および子会社のリスク管理を体系的に定める「リスク

管理規程」を定め、同規程に基づくリスク管理体制の構築

および運用を行う。

②内部監査担当者は各組織のリスク管理状況について監査す

る。
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(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するた

めの体制

①当社および子会社の取締役会は、「取締役会規程」等を定

め、業務執行の責任体制と業務プロセスを明確にすること

により、取締役会の決定に基づく業務執行の迅速かつ効率

的な処理を推進する。

②当社は、取締役の職務の執行を効率的に行うことを確保す

る体制として、取締役会の他、業務執行取締役が参加する

会議を開催し、基本方針・戦略を討議する。

(5) 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を

確保するための体制

①子会社に関する管理は「関係会社管理規程」およびその他

の社内規程に基づく体制とし、子会社の経営内容を的確に

把握するため、重要な事項については、取締役会に報告を

行う。

②当社は、「コンプライアンスガイドライン」に則り、企業

集団全体でのコンプライアンス意識の徹底を図る。

③子会社の業務活動全般についても内部監査担当者による内

部監査の対象とし、状況に応じて適宜監査を実施する。

④子会社の取締役、監査役および使用人ならびにこれらの者

に相当する者は、当社の監査役に対して適宜その職務の執

行状況その他に関する報告を行う。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた

場合における当該使用人に関する事項および取締役からの

独立性ならびに当該使用人に対する指示の実効性の確保に

関する事項

①監査役が必要と判断し求めた場合には、監査役の職務を補

助する使用人を速やかに設置する。

②補助すべき使用人を設置する場合には、使用人の人数や人

事異動・人事考課などについては監査役の同意を要するも

のとし、取締役からの独立性が確保されるよう、その人事

については、取締役と監査役が協議を行う。

③当該使用人が、その業務に関して監査役から指示を受けた

場合には、監査役の指揮命令に従うものとする。
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(7) 監査役への報告に関する体制その他の監査役の監査が実効

的に行われることを確保するための体制

①重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するた

め、監査役は取締役会に出席する。

②当社の取締役および使用人は、監査役の求めに応じ、随時

その職務の執行状況その他に関する報告を行う。

③当社は、取締役および使用人に対し、当該報告を行ったこ

とを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止する。

(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するた

めの体制

①監査役は、原則月１回定期的に監査役会を開催する他、必

要に応じて臨時に開催し、監査実施状況等について情報交

換および協議を行うとともに、会計監査人から定期的に会

計監査に関する報告を受け、意見交換を行う。

②監査役は、取締役会議事録等の業務執行に関わる記録を常

に閲覧することができる。

③監査役は、稟議書等全ての重要な決裁書類を確認すること

ができる。

④当社は、監査役がその職務の執行について費用の前払等を

請求した場合には、監査役の職務の執行に必要でないと認

められるときを除き、当該費用または債務を処理する。

(9) 反社会的勢力排除に向けた体制

①当社および子会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与え

る反社会的勢力および団体とは、社会的責任および企業防

衛等の観点から、断固として対決する旨を、活動方針に定

める。

②反社会的勢力からの不当な要求があった際は、常勤監査役

に通知するとともに、必要に応じ、行政庁または弁護士の

助力を受けるものとする。

２．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

(1) コンプライアンスおよびリスク管理体制の強化

　当社は、当社および子会社の内部統制システム全般の整

備・運用状況について、内部監査室がモニタリングし、改善

を進めております。

　コンプライアンス体制のモニタリングの一環としては、内

部監査室が監査計画を立案し、各部門の監査を定期的に行い、

その結果を代表取締役社長に報告しております。
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　また、内部監査室は、「リスク管理規程」に基づき各組織

のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役社長に報

告しております。

　加えて、「公益通報者保護規程」に基づき内部通報窓口を

社内外に設置し、また通報者に対する不利益取扱いを禁止し

ております。

(2) 業務執行の適正性や効率性の向上

　社外取締役を複数名選任し、かつ、取締役会等を通じて社

外取締役から発言が積極的に行われる機会を設けることで、

監督機能を強化しております。

　当社は、取締役会の専決事項を除く経営上の重要事項につ

いて、「職務権限規程」「業務分掌規程」「稟議規程」等に

基づいた決裁区分および手続を定め、また適宜、権限委譲を

行ない意思決定の迅速化を図っております。

(3) 当社グループにおける業務の適正の確保

　当社は、「関係会社管理規程」およびその他の社内規程に

基づき、子会社の事業運営に係る重要事項が当社に適切に報

告され、所定の手続に従い審議される体制を維持しておりま

す。

(4) 監査役の監査が実効的に行われることの確保等

　常勤監査役は、取締役会のほか経営会議等の社内の重要会

議に出席するとともに、取締役等から直接業務執行の状況に

ついて聴取を行い、経営監視機能の強化および向上を図って

おります。

　代表取締役社長および業務執行取締役は、監査役と定期的

にまたは必要に応じて意見交換を実施しております。

　また、内部監査部門は、監査役と定期的にまたは必要に応

じて意見交換を実施しております。

　会計監査人による監査計画策定、四半期レビューおよび年

度監査の際に、監査役と会計監査人は会合を持ち、説明・報

告等を受けるとともに、必要に応じて意見交換を行っており

ます。
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連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

（１）連結の範囲に関する事項

①連結子会社の状況

連結子会社の数　　　３社

連結子会社の名称

株式会社ブレインパッドビジネスオペレーションズ

博湃信息服（大）有限公司

Mynd株式会社

　前連結会計年度において連結子会社でありましたBrainPad 

US Inc.は、今後のグループ経営における重要性が低下したた

め、連結の範囲から除外しております。

②非連結子会社の状況

非連結子会社の名称

BrainPad US Inc.

連結の範囲から除いた理由

　非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益

（持分に見合う額）および利益剰余金（持分に見合う額）等

は、連結計算書類に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲

から除外しております。

（２）持分法の適用に関する事項

持分法適用の関連会社数　１社

持分法適用の関連会社の名称

株式会社Qubitalデータサイエンス

　持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社につい

ては、各社の事業年度に係る計算書類を使用しております。

（３）連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであ

ります。

　なお、決算日が異なる連結子会社については、連結決算日に仮決

算を行った計算書類を基礎としております。

会社名 決算日

博湃信息服（大）有限公司 12月31日

Mynd株式会社 12月31日
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（４）会計方針に関する事項

①重要な資産の評価基準および評価方法

イ．有価証券

その他有価証券

時価のないもの　　 移動平均法による原価法

ロ．たな卸資産

仕掛品　　　　　　 個別法による原価法（貸借対照表価額につ

いては収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）を採用しております。

②重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産

主に定率法を採用しております。ただし、平成28年４月１日以降

に取得した建物附属設備および構築物については、定額法を採用

しております。なお、主な耐用年数は下記のとおりであります。

建物　　　　　　　　　 ５年

工具、器具及び備品 ５～15年

ロ．無形固定資産

ソフトウェア

市場販売目的のソフトウェアについては、見込販売収益に基づ

く償却額と、残存有効期間（３年）に基づく均等配分額のいず

れか大きい額を償却しております。

自社利用のソフトウェアについては、主に社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法によっております。

商標権

定額法によっております。

③重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別

に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

なお、当連結会計年度末は回収不能見込額が発生しなかったた

め残高はありません。

ロ．賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結

会計年度に負担すべき額を計上しております。
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ハ．受注損失引当金

受注契約に係る将来の損失に備えるため、損失発生の可能性が

高く、その損失額を合理的に見積もることができる受注契約に

ついて、当該将来損失見込額を引当計上しております。受注損

失の発生が見込まれる受注契約について仕掛品が計上されてい

る場合には、当該将来損失見込額のうち、当該仕掛品残高を限

度として仕掛品残高から直接控除し、控除後残高を受注損失引

当金に計上しております。なお、当連結会計年度末において残

高はありません。

ニ．関係会社整理損失引当金

関係会社の整理に係る損失に備えるため、当該損失見込額を計

上しております。

④重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処理しております。

なお、海外連結子会社等の資産および負債は、連結決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、収益および費用は、期中平均相場

により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調

整勘定および非支配株主持分に含めて計上しております。

⑤のれんの償却方法および償却期間

のれんの償却については、５年間の定額法により償却を行ってお

ります。

⑥その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

２．会計方針の変更に関する注記

（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13

日。以下「企業結合会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会

計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基

準」という。）および「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準

第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を

当連結会計年度から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する

当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得

関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更して

おります。また、当連結会計年度の期首以後実施される企業結合につい

ては、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業

結合日の属する連結会計年度の連結計算書類に反映させる方法に変更し

ております。加えて、当期純利益等の表示の変更および少数株主持分か

ら非支配株主持分への表示の変更を行っております。
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　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項

(4)、連結会計基準第44－５項(4)および事業分離等会計基準第57－４項

(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点か

ら将来にわたって適用しております。

　これによる連結計算書類に与える影響はありません。

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の

変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号　平成28年６月17

日）を当連結会計年度に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物

附属設備および構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更し

ております。

　なお、この変更による当連結会計年度の連結計算書類に与える影響は

軽微であります。

３．連結貸借対照表に関する注記

（１）有形固定資産の減価償却累計額 291,484千円

（２）債権流動化による売掛債権譲渡残高 3,353千円

４．連結損益計算書に関する注記

（１）投資有価証券評価損

　当社が保有する「その他有価証券」に区分される有価証券のうち実

質価額が著しく下落したものについて、減損処理を実施したものであ

ります。

５．連結株主資本等変動計算書に関する注記

（１）発行済株式の種類および総数に関する事項

株式の種類
当連結会計年度
期首の株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度
末の株式数

普通株式 6,733,752株 － － 6,733,752株

（２）当連結会計年度末日における新株予約権の目的となる株式の種類お

よび株式数（権利行使期間の初日が未到来のものを除く）

普通株式26,820株

６．金融商品に関する注記

（１）金融商品の状況に関する事項

1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については安全性の高い短期の金融資産

に限定し、運用を行っております。資金調達に関しては、運転資金お

よび少額の設備投資資金に関して、自己資金で賄うことを原則とし、

その他多額の資金を要する投資等に関しては、主に銀行等金融機関か

らの借入により調達する方針であります。
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2) 金融商品の内容およびそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒され

ております。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に

従い、取引先ごとの期日管理および残高管理を行うとともに、主な取

引先の信用状況を定期的に把握する体制としています。

投資有価証券は業務提携等に関連する目的で保有する株式であり、

発行者の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、四

半期ごとに発行者の財務内容を確認し、回収可能性と安全性を確認し

ております。

営業債務である買掛金は、すべて１年以内の支払期日です。借入金

は主に営業取引に係る資金調達であります。また、営業債務や借入金

は、流動性リスクに晒されていますが、当社では適時に資金繰計画を

作成するなどの方法により管理しています。

（２）金融商品の時価等に関する事項

平成28年６月30日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれ

らの差額については次のとおりであります。

（単位：千円）

連結貸借対照表
計上額

時価 差額

(1) 現金及び預金 588,671 588,671 －

(2) 受取手形及び売掛金 439,866 439,866 －

(3) 投資有価証券 － － －

(4) 差入保証金 47,618 47,618 －

(5) 買掛金 41,692 41,692 －

(6) 未払金 100,301 100,301 －

(7) 未払法人税等 87,545 87,545 －

(8) 長期借入金
(１年内返済予定長期借入金を含む)

75,000 75,000 －

（注）１．金融商品の時価の算定方法

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいこ

とから、当該帳簿価額によっております。

(4) 差入保証金

差入保証金は、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指

標で割り引いた現在価値によっております。

(5) 買掛金、(6) 未払金、(7) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいこ

とから、当該帳簿価額によっております。
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(8) 長期借入金(１年内返済予定長期借入金を含む)

長期借入金のうち、変動金利によるものは短期間で市場金利を反映

していることから、時価は帳簿価額に近似していると考えられるため、

当該帳簿価額によっております。また、固定金利によるものは、元利

金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引

いた現在価値により算定しております。

（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分
連結貸借対照表計上額

（平成28年６月30日）

非上場株式 8,929千円

関係会社株式 45,097千円

これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見

積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められ

ることから、「（3）投資有価証券」には含めておりません。

（注）３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

１年以内

（千円）

１年超

５年以内

（千円）

５年超

10年以内

（千円）

10年超

（千円）

現金及び預金 588,671 － － －

受取手形及び売掛金 439,866 － － －

差入保証金 － 47,618 － －

合計 1,028,538 47,618 － －

（注）４．長期借入金の連結決算日後の返済予定額

１年以内

（千円）

１年超

２年以内

（千円）

２年超

３年以内

（千円）

３年超

４年以内

（千円）

４年超

５年以内

（千円）

５年超

（千円）

長期借入金 30,000 30,000 15,000 － － －

合計 30,000 30,000 15,000 － － －

７．１株当たり情報に関する注記

（１）１株当たり純資産額 185円15銭

（２）１株当たり当期純利益 15円65銭

８．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

（１）資産の評価基準および評価方法

1）有価証券

①子会社株式および関連会社株式

移動平均法による原価法

②その他有価証券

時価のないもの　　 移動平均法による原価法

2）たな卸資産

仕掛品　　　　　　 個別法による原価法（貸借対照表価額につ

いては収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定）を採用しております。

（２）固定資産の減価償却の方法

 1) 有形固定資産

主に定率法を採用しております。ただし、平成28年４月１日以降

に取得した建物附属設備および構築物については、定額法を採用

しております。なお、主な耐用年数は下記のとおりであります。

建物　　　　　　　　　 ５年

工具、器具及び備品 ５～15年

 2) 無形固定資産

①ソフトウェア

市場販売目的のソフトウェアについては、見込販売収益に基づく

償却額と、残存有効期間（３年）に基づく均等配分額のいずれか

大きい額を償却しております。

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっております。

②商標権

定額法によっております。

（３）引当金の計上基準

1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回

収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

2) 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年

度に負担すべき額を計上しております。
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3) 受注損失引当金

受注契約に係る将来の損失に備えるため、損失発生の可能性が高

く、その損失額を合理的に見積もることができる受注契約につい

て、当該将来損失見込額を引当計上しております。受注損失の発

生が見込まれる受注契約について仕掛品が計上されている場合

には、当該将来損失見込額のうち、当該仕掛品残高を限度として

仕掛品残高から直接控除し、控除後残高を受注損失引当金に計上

しております。なお、当事業年度末において残高はありません。

（４）外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理しております。

（５）その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

２．会計方針の変更に関する注記

（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13

日。以下「企業結合会計基準」という。）および「事業分離等に関する

会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等

会計基準」という。）等を当事業年度から適用し、取得関連費用を発生

した事業年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当

事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理

の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度

の計算書類に反映させる方法に変更しております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項

(4)および事業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに

従っており、当事業年度の期首時点から将来にわたって適用しておりま

す。

　これによる計算書類に与える影響はありません。

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の

変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号　平成28年６月17

日）を当事業年度に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属

設備およ構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しており

ます。

　なお、この変更による当事業年度の計算書類に与える影響は軽微であ

ります。
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３．貸借対照表に関する注記

（１）有形固定資産の減価償却累計額 291,484千円

（２）債権流動化による売掛債権譲渡残高 3,353千円

（３）関係会社に対する金銭債権および金銭債務

短期金銭債権 22,058千円

長期金銭債権 37,201千円

短期金銭債務 12,231千円

４．損益計算書に関する注記

（１）関係会社との取引高

①売上高 140,573千円

②仕入高 42,767千円

③営業取引以外の取引高 4,705千円

（２）投資有価証券評価損

　当社が保有する「その他有価証券」に区分される有価証券のうち実

質価額が著しく下落したものについて、減損処理を実施したものであ

ります。

（３）関係会社株式評価損

　主に当社の持分法適用関連会社である株式会社Qubitalデータサイ

エンスの株式について、実質価額が著しく下落したため、減損処理を

実施したものであります。

５．株主資本等変動計算書に関する注記

　自己株式の種類および株式数に関する事項

株式の種類
当事業年度
期首の株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度
末の株式数

普通株式 34株 44株 － 78株
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６．税効果会計に関する注記

（１）繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（単位：千円）

繰延税金資産

未払事業税 6,530

賞与引当金 1,236

未払賞与 8,798

減価償却超過額 59,731

投資有価証券評価損 19,742

関係会社整理損 13,932

関係会社株式評価損 23,180

資産除去債務 10,740

その他 2,142

繰延税金資産小計 146,035

評価性引当額 △56,916

繰延税金資産合計 89,119

繰延税金負債

資産除去費用 2,269

繰延税金負債合計 2,269

繰延税金資産の純額 86,849

（２）法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金

額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）および

「地方税法等の一部を改正する等の法律」（平成28年法律第13号）が平

成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１日以後に開始する事業

年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴

い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は

従来の32.3％から平成28年７月１日に開始する事業年度および平成29年

７月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については

30.9％にmy、平成30年７月１日に開始する事業年度以降に解消が見込ま

れる一時差異については、30.6％となります。

　この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控

除した金額）は4,185千円減少しております。
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７．関連当事者との取引に関する注記

（１）子会社および関連会社等

種類
会社等

の名称

議決権等の

所有(被所有)

割合（％）

関連当事者

との関係

取引

内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

子会社
Mynd

株式会社

所有

直接

100.0％

資金の援助

事務所の賃貸

役員の兼任

資金の貸付

資金の回収

60,000

40,000

関係会社
短期貸付金

40,000

関係会社
長期貸付金

100,000

利息の受取（注）１

家賃の受取（注）２

2,579

1,924
未収入金 2,436

子会社

株式会社ブ

レインパッ

ドビジネス

オペレーシ

ョンズ

所有

直接

85.0％

資金の援助

役員の兼任
資金の貸付 ―

破産更生

債権等

（注）３

37,000

取引条件および取引条件の決定方針等

（注）１．貸付金の金利は、市場金利を勘案して合理的に決定しておりま

す。

２．独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。

３．株式会社ブレインパッドビジネスオペレーションズに対する破

産更生債権等については、37,000千円の貸倒引当金を計上してお

ります。

８．１株当たり情報に関する注記

（１）１株当たり純資産額 190円00銭

（２）１株当たり当期純利益 10円96銭

９．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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